様式第４号

共同出願契約書式例（特許権の場合）

佐賀県（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）とは、（元号）○年○月○日付けで契約した共同研究契約書に基づく「○○○○に関する共同研究」に係る発明（以下「本発明」という。）の共同出願に関し、次のとおり本契約を締結する。

（権利の持分）
第１条　甲及び乙は、本発明に係る特許を受ける権利及びこれに基づき得られる特許権（以下「本特許権」という。）を共有し、その持分は甲○％乙○％とする。

※　持分に応じ記載すること。

（出願及び諸手続）
第２条　本発明の特許登録出願及び審査請求については、甲乙共同して速やかに行うものとする。
２　前項の特許登録出願後の意見書、補正書等の提出手続については、その都度、甲乙協議のうえ行うものとし、協議が調わないときは甲の定めるところによる。
３　前２項に係る事務は、代理人として弁理士に委託するものとする。

（相互通知）
第３条　甲及び乙は、特許庁又は前条３項の代理人から本発明に関する通知を受け、又は通知したときは、速やかにその旨を相手方に通知するものとする。

（外国出願）
第４条　甲又は乙は、本発明に関し外国出願をしようとするときは、別途協議するものとし、単独では出願しないものとする。

（費用負担）
第５条　甲及び乙は、第２条の手続に要する一切の費用（弁理士報酬を含む。）及び特許料について甲○％、乙○％を負担する。

※　共有に係る知的財産権の内容に汎用性がなく、当該企業しか使わない知的財産権の場合（当該企業の製品の改良特許など）は、持分に係らず、相手方の負担率を大きくすることを考える。場合によっては、相手方が全て負担することも考えられる。

（実施許諾）
第６条　甲及び乙は、本発明を第三者に実施許諾する場合には、他に定めのある場合を除き、事前に書面による相手方の同意を得るものとする。
２　本発明について第三者から徴収する実施料は、甲及び乙に対して持分に応じて帰属するものとする。
３　乙が主体となって、第三者に実施許諾する場合の実施料については、乙の定めるものによることができる。ただし、甲の算定基準により算定された実施率よりも不利なものとすることはできない。

（第三者との紛争等の処理）
第７条　甲及び乙は、本発明の特許出願若しくは本特許権に関し、無効審判、判定又は訴訟を提起された場合又は第三者との間に紛争の生じた場合には、相互に協力して対処するものとする。

（秘密の保持）
第８条　甲及び乙は、本発明の内容について秘密を厳守するものとする。ただし、事前に相手方の同意を得た事項又は甲乙の行為によらず公知となった事項については、この限りでない。

（契約有効期間）
第９条　本契約の有効期間は、本契約締結の日から本発明及び次条に規定する発明にかかる特許権が存続する日までとする。ただし、本出願について拒絶査定が確定した場合は、本契約は当該確定日をもって失効するものとする。

（関連発明）
第１０条　甲乙の共同により、本発明の改良若しくは関連発明がなされた場合には、本契約の規定を適用するものとする。

（その他）
第１１条　本契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、決定するものとする。


本契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その１通を保有するものとする。

（元号）　　年　　月　　日

甲　（住所）
佐賀県○○○　　　　　　　　　　印

乙　（住所）
（共同研究者の法人名）
（法人代表者名）　　　　　　　　　印

持分算定基準
１　共有の持分比率は、「発明の着想・アイデア」「アイデアを具体化する作業」「発明を実現する経費」の３区分により判断する。
２　持分比率算定表をもとに、共有者双方で納得できる持分比率を設定する。
３　項目毎の算定比率は１０％単位で判定し、数値での判断が困難な項目には感覚的評価による持分比率表により適正な数値を充てるものとする。
４　事務取扱上の煩雑性を避けるため、最終的な持分比率は１０％単位で四捨五入する。
５　権利の内容によっては、特定の要素が権利成立の価値に占める割合が大きいことも予想されるため、その場合は要素毎に重みを付けて算定する。
６　持分比率を決定する要素が不明確な場合や、細かい比率の決定が困難な場合は平等であると判断し、要素・項目毎に１：１の比率とする。

感覚的評価による持分比率表
	持分の客観的評価
	共有者Ａ
	共有者Ｂ

	ほぼ同等の貢献
	５０
	５０

	どちらかといえばＡが貢献
	６０
	４０

	Ａの貢献度が大きい
	７０
	３０

	明らかにＡの貢献度が大きい
	８０
	２０

	ほとんどＡの貢献による
	９０
	１０

	完全にＡのみが貢献
	１００
	０


　
持分比率算定表
	　
	　発明貢献の要素
	県
	企業等
	備考

	発明の必要性の発掘、基本的アイデア　
Ａ＝各項目の比率合計／項目数
	
	
	　
発案・考案に関わったアイデア提供の度合、発案に要した時間等を考慮

	　
　
	（例）基本アイデア発案
基本原理開発
　　　ニーズ情報提供
	
	
	

	発明を具体化するための実験等
Ｂ＝各項目の比率合計／項目数
	
	
	　
従事時間、評価能力等を考慮して算定

	　
　
	○○試験
△△試験
××評価
	
	
	

	調査、研究費用負担
Ｃ＝各項目の比率合計／項目数
	
	
	　
利用設備、従事時間、経費等を考慮して算定

	　
　
	（例）研究者の従事時間比率
設備利用比率
　　　研究に要した経費比率
	
	
	

	
	合　計　Ｄ　＝　Ａ＋Ｂ＋Ｃ　
	
	
	

	　
	持分比率　（Ｄ／３）
	
	
	　



